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豊島区の特徴と

災害における課題



１ .豊島区の特徴と災害における課題

豊島区は人と建物が密集した高密都市ですが、災害が発生すると、この豊島区の特徴

が防災上の弱点となってしまいます。
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帰宅困難者の発生

建物全壊や焼失

避難者の発生

人や建物が密集した便利なまちであることが、災害時の課題

となってしまいます

池袋駅の一日あたり平均乗降客数

約230万人以上（ 令 和 5 年 度 ）

木造密集地域

区内4割

人口密度日本一

226 . 5人 / h a （ 令 和 7 年 1 月 ）

鉄道を中心とした公共交通網が発達し、便利なまちです。転

入者も増加傾向にあり人口密度日本一です

豊島区の特徴 災害時に関する課題
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首都直下地震による

被害想定



２ .首都直下地震による被害想定

「首都直下地震等による東京の被害想定」で想定される地震のうち、「都心南部直下

地震」と「多摩東部直下地震」では、豊島区の大部分で震度６弱が想定されています。
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区内における面積比率

震度６弱： 9 0 . 7％ 震度６強： 9 . 3％

区内における面積比率

震度６弱： 9 3 . 7％ 震度６強： 6 . 3％



２ .首都直下地震による被害想定

首都直下地震の今後30年間の発生確率は70％であり、建物倒壊、火災による被害、

多くの帰宅困難者の発生が想定されています。
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豊島区の被害想定

想定される災害の規模を知り、どのような被害が発生するのか、あらかじめ知っておくことが大切です

豊島区では、建物倒壊、火災による被害、帰宅困難者が目立っています

※「首都直下地震等による東京の被害想定報告書 東京都防災会議」より一部抜粋
豊島区に大きな被害が想定される「都心南部直下地震（冬の夕方18時 風速８ｍ/秒）」及び
「多摩東部直下地震（冬の夕方18時 風速８ｍ/秒）」のうち、被害の大きい方を記載

人的被害 物的被害 ライフライン被害 その他の被害

死者 59人

負傷者 1,467人

（うち重傷者236人）

建物全壊棟数 827棟 電力（停電率） 6.5％

通信（固定電話不通率） 1.9％

帰宅困難者 128,014人

避難所への避難者数 32,136人

エレベーター閉じ込め数 647台

震災廃棄物 43万t

ガス（供給停止率） 0.0％

上水道（断水率） 21.6％

焼失棟数 860棟
（倒壊建物含まず）

下水道（下水道管きょ被害率）3.4％
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区の災害対応の全体像



災害時に区で発生する業務
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３ .区の災害対応の全体像

出 典 ： 内 閣 府 （ 防 災 ） 「 市 町 村 の た め の 人 的 応 援 の 受 入 れ に 関 す る 受 援 計 画 作 成 の 手 引 き 」

災害時には救命救助や避難所運営だけでなく、様々な業務が発生します。



防災危機管理課と各所管課が担当する業務

防災危機管理課は平常時には計画部門と一部の実動、発災時には災害対策本部の事務

局となる組織です。災害対応業務の実動は全庁体制になります。
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３ .区の災害対応の全体像

指令情報部（防災危機管理課含む）が担当する災害対応業務

指令情報部は、主に災害対策本部の事務局や物資輸送

を担当し、災害対応業務の実動は全庁で行います

以下のような災害対応業務の実動は各所管課で行います

各所管課が担当する災害対応業務（一部抜粋）

災害廃棄物処理

医療救護

平常時とは異なる
相談への対応

避難所開設運営

ペット防災

要援護者対策

住家被害認定調査
罹災証明書発行

生活再建支援

（各所管課の担当業務は災害対策本部運営要綱を参照）

遺体収容場所の運営

災害対策本部の事務局

• 本部の指令、要請及び通報に関す

ること

• 都災害対策本部及び関係防災機関

との連絡に関すること

物資輸送・備蓄倉庫

• 救助物資及び応急資器材の輸送に

関すること

• 備蓄倉庫の管理に関すること

帰宅困難者対策

• 現地連絡調整所及び情報提供スー

ションの開設・運営に関すること

• 帰宅困難者等の一時収容及び帰宅

支援に関すること

応急給水活動

• 応急給水活動に関すること



災害対応業務を行う組織体制

豊島区で震度５弱以上の地震が発生した場合、通常の行政組織から災害対策組織へ移

行して災害対応にあたります。
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各災対部

災対都市整備部

災対教育部

本部長（区長）
副本部長（副区長・

教育長）
危機管理監

本部員（各部長）等

指令情報部

災対土木部

出納部

災対衛生部

災対福祉部

災対環境清掃部

地域防災部

企画広報部

災対総務部

防災危機管理課
文化スポーツ部・産業観光部

土木担当部

会計管理室

健康部

福祉部・子育て支援課
・保育課

環境清掃部

区民部・子ども若者課

政策経営部

総務部

都市整備部

教育部

災害対策本部

災害対策組織

※「豊島区業務継続計画」非常時優先業務にある担当部・課を掲載

豊島区で震度５弱以上の

地震が発生

通常の行政組織

区長

副区長

政策経営部

総務部

区民部

●●部

●●部

●●部

３ .区の災害対応の全体像



４ ５弱 ５強 ６弱以上

防災危機管理課職員 防災危機管理課職員 防災危機管理課職員

全職員

災害対策要員 災害対策要員 災害対策要員

－
防災危機管理課

兼務職員
防災危機管理課

兼務職員

－ 管理職 管理職

－ 専門業務従事職員 専門業務従事職員

－ － 救援センター配備職員

（参考）参集基準と主な参集場所

豊島区で震度５弱以上の地震が発生した場合、専門業務従事職員は参集します

豊島区で震度６弱以上の地震が発生した場合、全職員が参集します。
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参集基準

※豊島区地域防災計画より抜粋

豊島区で震度５弱以上の地震が発生した場合、専門業務従事職員は参集します

参集方法と参集場所

参集方法例（公共交通機関が使用不可の場合）

徒歩 自転車

※災害時の状況に応じて参集方法は各個人で判断する

震度５弱・５強でも参集する職員の参集場所

災害対策本部
（５弱以上で参集）

救援センター
（５強以上で参集）

※専門職種・指定職場職員は各指定の場所に参集する

３ .区の災害対応の全体像
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救援センターについて



大きな地震が発生した時の避難の流れ

延焼火災から身を守るために、一時集合場所又は避難場所に避難します。

自宅に被害があり、生活できない場合には、救援センター（避難所）に避難します。
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４ .救援センターについて

救
援
セ
ン
タ
ー
（
避
難
所
）
へ
避
難

親
戚
・
知
人
宅
へ
避
難

自
宅
（
被
災
場
所
）

火災の危険があり、一時集合場所に行けない

大
き
な
地
震
が
発
生

一
時
集
合
場
所※

で
待
機

避
難
場
所※

に
避
難

火災の危険がある
避難指示がある

火災の危険がなく、
一時集合場所が安全

一
時
集
合
場
所
で
待
機

火災の危険があり、
一時集合場所が危険

自
宅
に
被
害
が
あ
る
か
確
認

火災の危険がない

火災の危険が
なくなる

火災の危険が
なくなる

自
宅
へ
戻
る

在
宅
避
難

被害があり、
生活できない

被害がない

※一時集合場所：町会が指定した地域の集合場所で、災害による危険から一時的に身を守る場所。主に区立公園が指定されている。
※避難場所：大規模な延長火災が鎮火するまで一時的に待機する場所。東京都が指定しており、区内では、立教大学、学習院大学、雑司ヶ谷霊園などが指定されている。



救援センターの概要と主な機能

地震などの災害により自宅が倒壊するなどし、住むことができなくなった方々が、

一時的に避難生活を送るための施設です。また、被災者に対して情報提供や医療救護、

物資の提供などの様々な活動を行う防災拠点にもなります。
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４ .救援センターについて

救援センターの主な機能

※救援センターは、「一時集合場所の機能」や「在宅避難者や要援護者への支援機能」を持つ。
※災害対策基本法に定められた「指定緊急避難場所・指定避難所」に指定しており、災害の種類（「地震」「洪水」「内水氾濫」「崖崩れ」「大規模火災」）ごとに整理

慢性疾患の方への

医療救護活動

５

情報連絡

災害情報の収集提供

４

ライフラインの提供

３

給水・給食活動

２

一時的な

宿泊場所の提供

１

動物避難所

６



救援センターの指定施設と開設基準

救援センターは小中学校をはじめとした区有施設３５か所が指定されています。

地震における開設基準は、豊島区で震度５強以上の地震が発生した場合です。
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４ .救援センターについて

救援センターの指定施設 救援センターの開設基準

区立小中学校
※旧小中学校含む

南長崎スポーツセンター

豊島体育館
救援センター

みらい館大明

３５施設

区立小中学校や体育施設等、３５施設が指定 豊島区で震度５強以上の地震が発生した場合
※その他の場合には、災害対策本部長（区長）の指示による

豊島区で震度５強以上の

地震が発生
救援センターの開設



一時的な宿泊場所の提供

救援センター（避難所）における良好な生活環境を確保し、要配慮者や女性・子供な

ど様々な避難者のニーズに配慮した救援センター（避難所）運営を行います。
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４ .救援センターについて

概要説明

段ボールベッドや毛布を備蓄し、体育館や教室等を宿泊場所として提供

要配慮者や盲導犬同伴エリア等、配慮が必要な方の避難スペースを設置

新たな取組

• 防火女性の会会長、女性町会長、防災士の親子、女子学生、

消防署女性職員、区女性職員で構成される「女性の視点

PT」を立ち上げ、備蓄物資、避難所運営について、女性、

育児、介護の視点から再確認を実施

• 実施したアンケートで必要と回答が多かった備蓄品を整備。

備蓄品の整備や救援センター開設運営マニュアルへの意見

反映を実施

女性の視点からみた
防災PTによる検討の様子

検討により整備される
避難所用簡易テント

体育館における避難スペース

乳幼児の
いる家族

外国人

盲導犬
同伴エリア

車いすの方
足腰の弱い方
足を怪我した方

配慮が必要な方の避難スペース例
（それぞれに教室を割り当て）

「女性の視点」を取り入れた備蓄物資と

救援センター（避難所）運営体制の見直し

女性の視点PTを立ち上げて、備蓄物資と避難所運営を検討



給水・給食活動

救援センター（避難所）に避難した方だけでなく、食料・飲料水を求めて救援セン

ターに来た方にも支援します。
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４ .救援センターについて

概要説明

発災３日目までは区が用意した食料・飲料水等で、

発災４日目以降※は国や事業者からの支援物資等で支援

新たな取組

国内唯一のキッチンカー事業者団体との協定締結

• 全国に支部が設立されており、約700～800事業者、キッチン

カー台数2000台～2500台程度（支部下の会員含む）が加盟

• 能登半島地震では、全国から当会加盟キッチンカーが現地入

りし、令和７年２月から１年間継続支援を行い、約21万食を

提供

協定内容

災害時等において、避難所等における炊き出し

• キッチンカーが普段から提供しているメニューを提供

（炊き出しの定番メニュー（カレーや豚汁等）よりも好まれる）

• ３～４日に１食の頻度で、気分転換になるような位置付け

発災前 発災～３日目 ４日目以降

• 国や事業者からの支援物資
やボランティアによる炊き
出し

• 協定締結事業者からの支援

• 区が発災３日目まで
の食料・飲料水等を
用意

• 発災初日は、救援センターに備蓄している
アルファ化米、クラッカー等を使用

• 発災２日目及び３日目は、地域防災倉庫か
ら各救援センターへ供給

• 飲料水はペットボトル保存水（初日分の
み）、応急給水栓、給水活動で対応

食物アレルギーを持った方、文化・宗教上の理由を持った方に配慮した食料を備蓄

区で用意している食料・飲料水（一部列挙）

※発災４日目以降は、道路障害物除去が本格化し、輸送が可能と想定されている

キッチンカーによる炊き出し実施に関する防災協定

（協定締結相手：日本キッチンカー経営審議会）

応急給水栓
（設置前はペットボトル保存水を配布）

アルファ化米
液体ミルク

（アレルギー対応用粉ミルクも備蓄）
クラッカー



ライフラインの提供

ライフラインが復旧する間に必要となる支援をします。

特に、被災者の健康を守る意味でもトイレの提供は必要不可欠です。
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４ .救援センターについて

概要説明 新たな取組

可搬型Wi-Fiの全救援センター導入

持ち運び自由、電源コンセントに差すだけで使用可能

• 従前導入していたWi-Fi設備は、救援センター（避難所）内

で使用可能なエリアが限定されていることが課題

• 持ち運び自由であり、電源コンセントに差すだけで使用可能

な利点を活かして、従前は、Wi-Fi使用可能エリアへの移動

が困難であった身体が不自由な方にも通信環境の提供が可能

設置例（カウンター上）ボックス内に機器が収納されており、
スペースを取らずコンパクトな仕様

給水 トイレ

• 既設トイレに取り付けて

使用する便袋タイプ

• マンホールトイレ設置完

了までの間に使用する

携帯トイレ

マンホールトイレ
（一般型）

• し尿処理が不要となる下

水道直結のトイレ

• 車いす対応型と男性用小

便器（クワトロトイレ）

も配備

マンホールトイレ

• 比較的断水しにくく、飲

み水として使用できる水

道管が耐震化された設備

応急給水栓

• 断水により応急給水栓が

使用できない場合や断水

エリアの住民への給水等

で使用

給水車



慢性疾患の方への医療救護活動

救援センター医療救護所では、緊急性の低い軽症者や糖尿病、高血圧などの慢性疾患

の方の治療、被災者の健康管理等を行います。
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４ .救援センターについて

概要説明 救援センター医療救護所と緊急医療救護所の開設予定場所

救援センター医療救護所は救援センター地域本部（１２か所）に開設

緊急医療救護所は、区内病院の近接地内に開設（１０か所）

発災

緊急医療救護所の開設（発災３日目まで）

• トリアージ

• 軽症者に対する処置

• 必要に応じて中等症者、重傷者に対す

る搬送及び搬送までの応急処置

機能
役割

救援センター医療救護所の開設

• 慢性疾患患者等に対する投薬

• 具合が悪くなった方の対応

救援センター
立ち上げと同
時（概ね発災
後１日以内）

機能
役割

設置
目的

• 中等症者に対する災害拠点連携病院の

診療機能を維持・確保のため病院至近

に接地

設置
目的

• 地域医療が回復するまでの臨時的な

医療機能の提供



補助救援センターと福祉救援センター

補助救援センターは救援センター（避難所）で収容しきれなかった避難者を、福祉救

援センターは救援センター（避難所）での避難生活が困難な避難者を受け入れます。
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４ .救援センターについて

救
援
セ
ン
タ
ー
（
避
難
所
）

救援センター（避難所）で収容しきれなかった避難者

救援センター（避難所）での避難生活が困難な
高齢者、障害者、乳幼児等の避難者

補
助
救
援
セ
ン
タ
ー

福
祉
救
援
セ
ン
タ
ー

救援センター（避難所）で収容しきれなかった避難者を受入れ

• 救援センターにおいて避難者を収容しきれなかった場合に開設される補助

的な救援センター

• 区民ひろば、地域文化創造館、区立幼稚園、都立高校、私立大学等を指定

• 開設した補助救援センターに、飲料水や食料、資器材等の必要物資を救援

センター等から運搬

救援センター（避難所）での避難生活が困難な避難者を受入れ

• 高齢者、障害者、乳幼児その他の特別な配慮を必要とする要配慮者を受け

入れる救援センター

• 福祉救援センターは３種類があり、福祉関連の施設を指定

介護型：特別養護老人ホーム等

障害型：心身障害者福祉センター、生活実習所、福祉作業所等

子育て支援・乳幼児対応型：区立保育園、子ども家庭支援センター

救援センター（避難所）との関係

※救援センター（福祉室）において、保健師等により、移送
が適当と判断された場合に、福祉救援センターへの受入を調
整し、移送対象者を決定



救援センター開設運営訓練

救援センター開設キットの内容を理解するとともに、救援センター開設運営方法を習

得するための訓練です。全救援センターで毎年１回実施しています。
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４ .救援センターについて

訓練目的

救援センター開設キットの内容理解1

救援センター開設運営方法の習得２

主な訓練参加者

応急給水栓の設置 段ボールベッドと間仕切の設置

施設の安全点検 避難者受付

主な訓練内容

施設の安全点検、避難者受付、防災設備の設置手順等を確認

町会
救援センター
配備職員

区民※ 防災危機管理課

※教育部が管理する連絡ツール「すぐーる」にて、小中学校の保護者向けに訓練実
施を周知



（参考）救援センター開設運営要員を確保するための取組

あらかじめ区が指定する研修や訓練等に参加した方々を“としま防災チーム”と命名し、

自主防災組織（町会）と連携・協力して、救援センター（避難所）を開設運営します。

４ .救援センターについて

防災士
（募集中）

防災士資格を持ち、避難所業務

に関する指揮又は助言を行う

• 防災士資格を取得し、あらか

じめ区の指定する避難所業務

の指揮に関する研修や訓練等

に参加

• 避難所業務に関する指揮又は

助言を行う

女性防災リーダー
（募集中）

女性の視点を取り入れた

避難所業務を行う

• あらかじめ区の指定する女性

の視点での避難所業務に関す

る研修や訓練等に参加

• 女性の視点を取り入れた避難

所業務に関する指揮又は助言

を行う

防災サポーター
（令和８年度４月から募集開始予定）

避難所業務の支援を行う

• あらかじめ区の指定する避難

所業務に関する研修や訓練等

に参加

• 避難所業務の支援を行う

としま防災チーム

としま防災チームは、防災士、女性防災リーダー、防災サポーターで構成されています。

平常時は研修、訓練、防災啓発活動等を、災害時は救援センター（避難所）の開設運営を行います。
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ご清聴ありがとうございました


